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第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
産
業
再
生
法
第
三
十
三
条
又
は
産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十

四
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
、
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民

間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
「
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
四
項
、
産
業
再
生
法
第
三
十
三
条
又
は
産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四

号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六

条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
十
三
中
「
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
七
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条

第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
の
十
六
第
一
項
中
「
他
の
」
を
「
場
所
で
あ
つ
て
審
判
長
が
相
当
と
認
め
る
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
当
事
者
又
は
参
加
人
が
」
を
削
る
。

第
六
十
条
の
二
を
第
六
十
条
の
二
の
二
と
し
、
第
六
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
鑑
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
）

第
六
十
条
の
二

審
判
官
は
、
口
頭
審
理
の
期
日
に
お
い
て
、
鑑
定
事
項
の
内
容
、
鑑
定
に
必
要
な
資
料
そ
の
他
鑑

定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
当
事
者
及
び
参
加
人
並
び
に
鑑
定
人
と
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〔
省

令
〕

〇
特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
経
済
産
業
二
八
）

J

〔
告

示
〕

〇
指
定
統
計
調
査
の
結
果
の
公
表
等
に
関
し

報
告
を
受
け
た
事
項
を
告
示

（
総
務
一
八
一
）

J
K

〇
産
業
再
配
置
促
進
環
境
整
備
費
補
助
金
交

付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
経
済
産
業
七
〇
）

J
R

〇
産
業
再
配
置
促
進
事
業
環
境
整
備
費
補
助

金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
同
七
一
）

K
K

〇
産
業
再
配
置
促
進
施
設
整
備
費
補
助
金
交

付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
同
七
二
）

K
O

〇
電
源
地
域
産
業
再
配
置
促
進
費
補
助
金
交

付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
同
七
三
）

K
R

〇
自
動
車
の
装
置
の
型
式
を
指
定
し
た
件

（
国
土
交
通
一
九
一
〜
二
二
一
）

L
L

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

公
示
催
告
、
除
権
判
決
、
破
産
、
免
責
、

会
社
更
生
、
再
生
関
係

L
R

特
殊
法
人
等

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
公

告
、
厚
生
年
金
基
金
変
更
関
係

K
N
I

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

会
社
そ
の
他

K
N
J

会
社
決
算
公
告

K
N
L

〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
八
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施

す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
猶
予
」
を
「
猶
予
等
」
に
、「
第
七
十
四
条
」
を
「
第
七
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
で
」
を
「
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、「
第
九
条
第
四

項
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
五
第
二
項
」
を
加
え
、「
若
し
く
は
第
三
項
前
段
」
を
「
、
第
三
項
前
段
若
し
く
は
第

四
項
前
段
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
一
条
の
四
中
「
様
式
第
六
十
一
の
五
」
を
「
様
式
第
六
十
一
の
二
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
五
の
見
出
し
中
「
様
式
」
を
「
様
式
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
受
継
」
の
下
に「（
特
許
を
受
け
る
権

利
の
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
承
継
人
が
手
続
を
受
継
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２

前
項
の
申
立
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
手
続
を
受
継
す
る
者
の
権
限
又
は
資
格
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
第
百
九
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
百
九
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、「
、
出
願
審
査
請
求

書
」
を
削
り
、「
国
等
」
を
「
国
」
に
改
め
、「（
同
法
第
百
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合

を
、
同
法
第
百
九
十
五
条
の
二
の
規
定
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
軽
減
又
は
免
除
（
以
下「
減
免
」と
い
う
。）

を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
減
免
を
受
け
る
者
の
持
分
の
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
出
願
審

査
請
求
書
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
既
に
特
許
庁
に
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該

証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

˜


		2004-03-01T12:54:27+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, OU= , CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




